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の
徹
底
や
健
全
な
競
争
環
境

の
実
現
に
向
け
た
取
組
み
の

必
要
性
が
指
摘
さ
れ
た
こ
と

か
ら
、
損
保
協
会
で
は
、
保

険
代
理
店
の
業
務
品
質
を
利

害
関
係
の
な
い
中
立
的
な
第

三
者
（
代
理
店
業
務
品
質
評

議
会
）
が
一
定
の
基
準
に
基

づ
い
て
公
正
・
適
正
に
評
価

す
る
「
代
理
店
業
務
品
質
評

価
制
度
」
（
第
三
者
評
価
制

度
）
の
取
り
組
み
を
進
め
て

い
る
。

　
こ
う
し
た
動
き
の
中
で
、

損
保
各
社
で
は
保
険
代
理
店

に
対
す
る
指
導
等
に
お
い

て
、
顧
客
本
位
の
業
務
運
営

の
観
点
か
ら
業
務
品
質
の
向

上
を
促
し
て
お
り
、
手
数
料

体
系
に
も
反
映
さ
せ
て
い

る
。

　
今
回
、
Ｊ
Ｉ
Ａ
Ｃ
Ａ
に
よ

る
認
定
が
損
保
ジ
ャ
パ
ン
の

新
た
な
代
理
店
業
務
品
質
評

価
制
度
の
一
項
目
「
監
査
体

制
」
に
お
い
て
外
部
の
第
三

者
機
関
に
よ
る
認
定
要
件
と

し
て
採
用
さ
れ
た
こ
と
も
そ

う
し
た
動
き
の
一
環
で
あ

り
、
他
の
損
保
で
も
同
様
の

動
き
が
広
が
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
る
。

　
Ｊ
Ｉ
Ａ
Ｃ
Ａ
専
務
理
事
の

野
元
敏
昭
氏
は
、
「
損
保
協

会
が
26
年
度
か
ら
本
格
展
開

す
る
代
理
店
業
務
品
質
評
価

制
度
は
『
最
低
品
質
検
証
』

で
あ
り
、
業
界
共
通
で
体
制

整
備
の
ミ
ニ
マ
ム
ス
タ
ン
ダ

ー
ド
を
定
着
さ
せ
る
重
要
な

取
り
組
み
だ
。
一
方
、
当
協

会
の
認
定
制
度
は
、
顧
客
本

位
の
業
務
運
営
の
取
り
組
み

に
お
い
て
よ
り
優
れ
た
品
質

を
有
す
る
代
理
店
に
ス
ポ
ッ

ト
ラ
イ
ト
を
当
て
て
認
定
す

る
こ
と
で
消
費
者
に
分
か
り

や
す
く
伝
え
る
た
め
の
制
度

と
し
て
い
る
。
全
国
の
代
理

店
の
皆
さ
ん
に
は
、
ま
ず
は

業
界
統
一
の
業
務
品
質
評
価

制
度
に
主
体
的
・
自
律
的
に

取
り
組
ん
だ
上
で
、
さ
ら
に

高
い
水
準
の
品
質
を
目
指
し

て
当
協
会
の
認
定
制
度
に
チ

ャ
レ
ン
ジ
し
て
も
ら
う
こ
と

を
期
待
し
て
い
る
」
と
し

て
、
今
後
の
同
制
度
の
浸
透

に
意
欲
を
示
し
て
い
る
。

　
Ｊ
Ｉ
Ａ
Ｃ
Ａ
は
、
認
定
制

度
を
通
じ
て
業
務
品
質
の
高

い
保
険
代
理
店
を
消
費
者
に

広
く
認
知
し
て
も
ら
う
こ
と

を
目
的
に
２
０
２
４
年
９
月

に
設
立
。
代
理
店
は
、
同
協

会
正
会
員
で
あ
る
監
査
会
社

に
代
理
申
請
を
依
頼
し
、
そ

こ
か
ら
受
け
た
監
査
結
果
な

ど
を
基
に
評
価
さ
れ
る
。
審

査
は
原
則
、
代
理
店
の
決
算

書
類
、
事
業
計
画
書
等
の
申

告
書
類
や
内
部
監
査
報
告
書

の
証
跡
で
審
査
基
準
の
達
成

状
況
を
評
価
す
る
オ
フ
サ
イ

ト
審
査
で
判
定
す
る
。
が
、

審
査
の
適
格
性
を
担
保
す
る

た
め
に
10
％
程
度
は
無
作
為

に
代
理
店
を
選
定
し
、
訪
問

に
よ
る
証
跡
の
現
物
確
認
と

ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
す
る
オ

ン
サ
イ
ト
審
査
も
行
う
。
ま

た
、
代
理
申
請
と
は
別
に
、

代
理
店
が
同
協
会
に
直
接
審

査
を
申
請
し
、
代
理
店
の
内

部
監
査
が
協
会
基
準
で
実
施

さ
れ
て
い
る
か
オ
ン
サ
イ
ト

審
査
を
受
け
る
方
法
も
あ

る
。

　
審
査
基
準
は
、
「
経
営
審

査
」
「
監
査
審
査
」
「
計
画

審
査
」
に
分
か
れ
て
お
り
、

経
営
審
査
で
は
直
近
３
カ
年

分
の
決
算
書
か
ら
①
収
益
性

②
生
産
性
③
安
全
性
④
成
長

性
⑤
効
率
性
―
の
五
つ
の
視

点
で
経
営
分
析
を
行
う
。
監

査
審
査
で
は
、
監
査
報
告
書

か
ら
①
経
営
管
理
体
制
②
内

部
監
査
体
制
③
法
令
等
遵
守

体
制
④
保
険
募
集
管
理
体
制

⑤
顧
客
保
護
等
管
理
体
制
⑥

募
集
人
教
育
管
理
指
導
体
制

⑦
Ｉ
Ｔ
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル

・
リ
ス
ク
管
理
体
制
―
と
い

っ
た
内
部
管
理
体
制
を
確
認

す
る
。
計
画
審
査
で
は
、
事

業
計
画
書
や
中
期
経
営
計
画

書
か
ら
持
続
的
な
ビ
ジ
ネ
ス

と
な
っ
て
い
る
か
を
分
析
。

ま
た
、
顧
客
本
位
の
業
務
運

営
に
関
す
る
原
則
に
の
っ
と

っ
た
Ｆ
Ｄ
宣
言
や
Ｋ
Ｐ
Ｉ
指

標
の
策
定
と
取
り
組
み
を
進

め
て
い
る
か
も
確
認
す
る
。

　
審
査
の
結
果
判
定
に
は
代

理
申
請
の
場
合
、
通
常
２
カ

月
程
度
か
か
る
が
、
代
理
店

が
直
接
申
請
す
る
場
合
は
最

大
４
カ
月
ほ
ど
要
し
、
三
つ

の
審
査
の
合
計
で
、
認
定
ラ

ン
ク
が
「
３
つ
星
」
（
60
％

～
69
％
）
、
「
４
つ
星
」

（
70
％
～
79
％
）
、
「
５
つ

星
」
（
80
％
～
１
０
０
％
）

に
達
す
る
と
「
ベ
ス
ト
エ
ー

ジ
ェ
ン
ト
」
（
認
定
保
険
代

理
店
）
に
認
定
さ
れ
る
。
現

在
、
す
で
に
４
社
が
認
定
を

受
け
て
い
る
。

　
認
定
代
理
店
に
は
、
認
定

証
の
授
与
や
専
用
ロ
ゴ
の
使

用
許
可
の
ほ
か
、
同
協
会
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
代
理
店
名
や

特
長
が
紹
介
さ
れ
、
自
社
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
の
リ
ン
ク
を
貼

る
こ
と
も
で
き
る
こ
と
か

ら
、
業
務
品
質
の
高
い
代
理

店
と
し
て
認
知
度
や
信
頼
性

の
向
上
が
期
待
で
き
る
。
認

定
審
査
の
サ
イ
ク
ル
は
３
年

で
、
認
定
代
理
店
に
は
３
年

に
１
度
の
定
期
審
査
、
中
間

年
の
更
新
審
査
が
行
わ
れ

る
。

　
損
保
業
界
で
２
０
２
３
年

に
発
覚
し
た
旧
ビ
ッ
グ
モ
ー

タ
ー
社
に
よ
る
保
険
金
不
正

請
求
事
案
や
大
手
損
保
に
よ

る
保
険
料
調
整
行
為
事
案
を

受
け
て
、
金
融
庁
は
損
保
各

社
に
業
務
改
善
命
令
等
の
行

政
処
分
を
行
う
と
と
も
に
、

24
年
３
月
か
ら
６
月
に
か
け

て
「
損
害
保
険
業
の
構
造
的

課
題
と
競
争
の
あ
り
方
に
関

す
る
有
識
者
会
議
」
を
開

催
。
同
会
議
で
の
議
論
を
取

　
一
般
社
団
法
人
日
本
代
理
業
認
定
協
会
（
Ｊ
Ｉ
Ａ
Ｃ
Ａ
、
丹
野
美
絵
子

会
長
）
は
、
損
保
ジ
ャ
パ
ン
が
昨
年
12
月
に
策
定
し
た
代
理
店
業
務
品
質

評
価
制
度
の
「
監
査
体
制
」
の
判
定
要
件
の
一
つ
に
採
用
さ
れ
た
。
代
理

店
の
監
査
体
制
を
認
定
す
る
外
部
評
価
機
関
と
位
置
付
け
ら
れ
た
も
の

で
、
保
険
業
界
内
で
一
定
の
信
頼
性
を
得
た
形
と
な
る
。
今
後
、
損
保
ジ

ャ
パ
ン
同
様
に
自
社
の
業
務
品
質
評
価
制
度
に
同
協
会
に
よ
る
認
定
を
組

み
込
む
損
保
会
社
が
増
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
同
協
会
か
ら
の
認
定
取

得
を
目
指
す
代
理
店
も
増
加
し
そ
う
だ
。

損
保
ジ
ャ
パ
ン
の
代
理
店
業
務
品
質
評
価
制
度
に
採
用

外
部
評
価

機
関
と
し
て「
監
査
体
制
」の
判
定
要
件
に

日本保険代理業認定協会

り
ま
と
め
た
報
告
書
で
は
、

両
事
案
の
真
因
等
を
踏
ま

え
、
顧
客
本
位
の
業
務
運
営

「
経
営
」「
監
査
」「
計
画
」で
優
れ
た
代
理
店
を
認
定


